
令和 4 年 1 0 月 

 

会 員 各 位 

 

沖縄舶用工業会 事務局 

 

船舶石綿含有資材調査者資格について 

 

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

既にご案内のとおり、全ての鋼製船舶の解体・改修工事 （船舶検査等に伴う機器の解放工事を含

む）の際には、 石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿（アスベス ト）含有の有無を調べる 

「事前調査」 を行う必要があります。 

さらに、令和 5 年 1 0 月からは事前調査を行う者には、 「船舶石綿含有資材調査者」 の資格

が必要となります。 

船舶石綿含有資材調査者の資格は、 船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合

格した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者となっております。 

 

今般、厚生労働大臣が定める講習及び修了考査実施機関である 「一般財団法人日本船舶技術

研究協会」では、別添のとおり令和 5 年 1 月から全国 9 カ所で学科講習等を実施し 「船舶石綿

含有資材調査者」 の資格付与を行います。 

 

資格取得講習等詳しく は、一般財団法人日本船舶技術研究協会又は沖縄舶用工業会ホームペ

ージをご覧いただき、 会員各位におかれましては令和 5 年 1 0 月の施行までに関係法令等への

適合方、遺漏なきようお願いいたします。 

 

なお、 造船所又は他の舶用機関整備業者等から依頼を受けた、 鋼製船舶の解体 ・改修工事 

（船舶検査等に伴う機器の解放工事を含む） については、当該造船所等の責任によって事前調

査が行われますが、船舶所有者又は船舶運航者から直接依頼のあった工事については、当該依

頼を受けた事業者の責任により事前調直を行う必要があります。 

 

また、 ご不明な点等がございましたら 

沖縄舶用工業会事務局 中尾迄ご連絡いただきますようお願いいたします。 

中尾 (携帯 080-3768-47056、 e mail : atsuko_nakao@yahoo.co.jp) 


























